
関税分類変更基準の基本的考え方（マレーシアＥＰＡ） 

 上図において、すべての非原産材料
の関税分類番号と、最終製品の関税分
類番号とが異なることとなる製造が日本
で行われている。 
 

→このような製造が行われた国(この例では

日本)を原産地と認める(又は、この製品はその製

造が行われた国の原産品であると認める)というのが
関税分類変更基準。 

日 本 

マーマレード 

 

マレーシア 

 

第20.07項 

Ａ国 

 

第08.05項 

オレンジ 

Ｂ国 

 

第17.01項 

砂糖 

非原産材料 最終製品 

Ａ国で収穫さ
れたオレンジ 

Ｂ国で製造
された砂糖 

マーマレード 

第08.05項 第17.01項 第20.07項 

(甘しゃ糖の粗糖) 

品目別規則：他の類の材料からの変更 

13 



原産地規則 

原産地基準 

完全生産品 

実質的変更基準の例外 

累積 

付加価値基準 

僅少の非原産材料 

原産資格を与えるこ
ととならない作業 

原産材料のみから 
生産される産品 

（材料：原産材料のみ） 

（材料：[自然]または完全生産品のみ） 

原産地規則の３つの構成要素 

３種類の原産品 

積送基準 

手続的規定 

ＥＰＡ原産地規則の構成(概要) 
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実質的変更基準を 
満たす産品 

（材料：非原産材料を使用） 

実質的変更基準 

関税分類変更基準 

加工工程基準 



 すべての非原産材料にある特定の加工工程が施されて最終製品が得られた
国を原産地とするもの 
 

例 タイＥＰＡ 第2916.12号（アクリル酸エチル）の品目別規則 

加工工程基準 

2914.11-2918.13 

  

 ① 第2914.11号から第2918.13号までの各号の産品への当該各号以外の号の材料から 

   の変更、 

 

 ② 原産資格割合が40％以上であること(第2914.11号から第2918.13号までの各号の 

   産品への関税分類の変更を必要としない。）又は、 

 

 ③ 使用される非原産材料についていずれかの締約国において化学反応、精製、異性 

   体分離の各工程若しくは生物工学的工程を経ること(第2914.11号から第 2918.13 

   号までの各号の産品への関税分類の変更を必要としない。) 

（抜粋） 
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・第2916.12号：③化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工程 

              日本 

タイ 

Ａ国（非原産品） 

 

   
  第2207.10号 

エタノール
(C2H5OH) 

 

 
第2916.12号 

アクリル酸エチル（第2916.12号）は、非原産材料であるアクリ

ル酸、エタノールの化学反応により、新たな構造を有する分子

を生じていることから、加工工程基準を満たし日本の原産品と

認められる。 

Ｂ国(非原産品) 

 

 

  

アクリル酸 

(CH2=CHCOOH) アクリル酸エチル 
(CH2=CHCOOC2H5) 

第2916.11号 

加工工程基準（タイＥＰＡ） 
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原産地規則 

原産地基準 

完全生産品 

実質的変更基準の例外 

累積 

僅少の非原産材料 

原産資格を与えるこ
ととならない作業 

原産材料のみから 
生産される産品 

（材料：原産材料のみ） 

（材料：[自然]または完全生産品のみ） 

原産地規則の３つの構成要素 

３種類の原産品 

積送基準 

手続的規定 

ＥＰＡ原産地規則の構成(概要) 
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実質的変更基準を 
満たす産品 

（材料：非原産材料を使用） 

実質的変更基準 

関税分類変更基準 

加工工程基準 

付加価値基準 



付加価値基準 

製造工程において付加される価値が、要求される条件を
満たした国を原産地とするもの 

Ｑ１：｢付加される価値｣とは何か？ 

Ｑ２：｢付加される価値｣をどのようにして計算するか？ 

例えば、産品の価値のうち、全体の40％以上の価値がＸ
国で付加されたら、Ｘ国を原産地とみなすという考え方 
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Ｑ１：｢付加される価値｣とは何か？ 

原産材料 

労務費 

製造経費 

利益 

その他 

非原産材料 

この部分が原則、上記に言う
｢付加される価値｣ 

円グラフの全体が
産品の価額 

付加される価値と産品の価額とを比較して判断 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

⑥ 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 
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域内原産割合 

 ＲＶＣ （Regional Value Content） ：メキシコ  及び アセアンＥＰＡ 

原産資格割合 

 ＬＶＣ （Local Value Content)  ：ベトナムＥＰＡ 

 ＱＶＣ （Qualifying Value Content) 
：メキシコ、アセアン、ベトナム 及びスイス以外 
 の ＥＰＡ 



原産材料価額 + 直接労務費 + 利益 + 直接経費 

           産品の価額 

原産材料 

労務費 

製造経費 

利益 

その他 

非原産材料 

① 

① 

② 
② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

第１の方法：これらの構成要素を１つ１つ積み上げていく(積上げ方式) 

第２の方法：非原産材料の価額を利用する 

原産材料 

労務費 

製造経費 

利益 

その他 

非原産材料 

① 
① 

② ② 

③ 
③ 

④ 
④ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

Ｑ２：｢付加される価値｣をどのようにして算出するか？ 

算出方法は、大まかには以下の２つの方法に大別される。 

≧ Ⅹ％ 

（例） 

≧ Ⅹ％ 
原産材料価額  

産品の価額 

≦ Ⅹ％ 
非原産材料価額  

産品の価額 

（例） 

≧ Ⅹ％ 
産品の価額－非原産材料価額  

産品の価額 

③ 
④ ⑤ 

⑤ 
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（控除方式） 



他の価格構成要素 

（経費等） 200円 

≧ 
産品の価額 – 非原産材料価額  

産品の価額 
40 % 

リキュール 

FOB 1000円 

原産材料 

CIF 500円 

非原産材料 

CIF 300円 

CIF FOB 

この場合「付加された価値」は70％であり、品目別
規則に規定された40％を超えているので、協定上の
原産品と認められる。 

付加価値基準 

＝ 

1000 

1000-300 

＝ 70 % 

タイＥＰＡ品目別規則（第2208.70号（リキュール））  

 ① 第2208.70号の産品への他の項の材料からの変更（第22.07項の材料からの変更 

   を除く。）又は、 

 ② 原産資格割合が40％以上であること（第2208.70号の産品への関税分類の変更 

   を必要としない。）。 
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原産地規則 

原産地基準 

完全生産品 

実質的変更基準の例外 

累積 

関税分類変更基準 

加工工程基準 

付加価値基準 

僅少の非原産材料 

原産資格を与えるこ
ととならない作業 

原産材料のみから 
生産される産品 

実質的変更基準 
（材料：原産材料のみ） 

（材料：[自然]または完全生産品のみ） 

原産地規則の３つの構成要素 

３種類の原産品 

積送基準 

手続的規定 

ＥＰＡ原産地規則の構成(概要) 
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実質的変更基準を 
満たす産品 

（材料：非原産材料を使用） 



 実質的変更基準の例外 

•本来は実質的変更基準を満たさない産品について、原産品として認
められる範囲を広げる規定 

                            （いわゆる救済的な規定） 

－ 累積 

－ 僅少の非原産材料 

 － 原産資格を与えることとならない作業 

•特定の作業が行われることのみをもって品目別規則に定める関税分
類変更基準又は加工工程基準を満たすものとはしないという規定 

（いわゆる除外的な規定） 
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｢累積｣の基本的概念 

極めて大まかに言えば、締約国間で複数の場所・複数の者により行われ
る生産をひとまとまりのものとみなした上で、原産地基準を満たしている
かいないかを確認するというもの。 

一の国では原産地基準を満たしていなくても、２ヵ国等の生産を重ね合わ
せる(＝累積する)ことにより、原産地基準を満たすことが可能となる場合
があるため。 

なぜこのような概念を用いるのか？ 
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累積を適用する（タイＥＰＡ） 

日本 

原産材料 

タイ 

産品 

日本 

タイの原産品は、日本の非原産材料
となる。 

産品 

日本の 

非原産材料 

非原産材料 

日本の原産材料 

とみなすことができる 

累積の規定を適用する場合は、      で示される生産には実質的変更基準を考慮

する必要がない。 （原産材料には、実質的変更基準は適用しないため。） 

→  原産品として認められるものの範囲が広くなる 

（※原産地証明書に「ＡＣＵ」の記載が必要） 

生産 

生
産 
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(本来であれば)タイの原産品は、日本にとっては非原産材料であるので、日本で産品
の生産に使用する場合は、実質的変更基準を満たす必要がある。 

タイの 

原産品 

累積を適用することで「日本の原産
材料とみなす」ことができる。 


